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D-516 A型ボツリヌス毒素製剤を用いた神経ブロック時の超音波検査

（断層撮影法）（その他）の算定について 

 

《令和 7 年 12 月 4 日新規》 

 

○ 取扱い 

 A型ボツリヌス毒素製剤（ボトックス注用）の投与による L100 神経ブ

ロック（局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用）時の D215「2」ロ（3）超

音波検査（断層撮影法）（その他（頭頸部、四肢、体表、末梢血管等））の

算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 神経ブロックとは、脳脊髄神経および神経節、交感神経および神経節、

神経叢や末梢神経に神経ブロック針を穿刺し、直接またはその近傍に局所

麻酔薬または神経破壊薬、高周波熱凝固法またはパルス高周波法を使用し、

神経の伝達を一時的または長期的に遮断し、痛みを軽減することを目的と

した治療法である。 

 神経ブロックは、超音波ガイド下で実施する場合があるが、厚生労働省

保険局医療課事務連絡※に「神経根ブロックに先立って行われる超音波検

査の費用は神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない」と示

されている。 

 さらに、ボトックス注用の添付文書の「用法及び用量に関連する注意」

に「（痙性斜頸）緊張筋が深部であるなど、触診で緊張筋の同定が困難な

場合には、筋電計を用いて注意深く目標とする部位を同定すること。」と

記載されており、超音波の記載はなく、「（上肢・下肢痙縮）緊張筋の同定

が困難な場合には、筋電計、超音波検査やスティミュレーター等を用いて

注意深く目標とする部位を同定すること」の記載はあるが、当該ブロック

時の超音波検査はブロックに先立ち行われるため、検査料としての算定は

不適切と考えられる。 

 以上のことから、Ａ型ボツリヌス毒素製剤（ボトックス注用）の投与に

よる L100 神経ブロック（局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用）時の D215

「2」ロ（3）超音波検査（断層撮影法）（その他（頭頸部、四肢、体表、

末梢血管等））の算定は、原則として認められないと判断した。 

 



（※）平成 28 年 3 月 31 日 厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付につ

いて（その 1）」 

 


